
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和３年 10 月１日発行 発行人／東白川村長 広報 号外 

岐阜県 緊急事態措置区域の解除 

 

・ワクチン接種後の方（ブレークスルー感染の恐れ）も含めて以下の対策を徹底 

 ➣マスクの着用（不織布マスクで隙間なくフィット） 

 ➣手指衛生（頻繁な手洗い、消毒） 

➣密回避（密閉、密集、密接のどれか一つでも回避） 

➣こまめに換気 

➣体調管理（体調不良時には出勤・通学を含む全ての行動をストップ）  

・外出については、以下の対策を実施。【法第 24 条第 9項】 

➣混雑している場所や時間を避けて少人数で行動 

➣飲食店等に対する時短要請を踏まえた夜間の外出自粛 

➣帰省や旅行・出張など都道府県間の移動に際しては、基本的な感染防止策を

徹底するとともに、ワクチン接種を完了していない方には検査を勧奨 

➣感染拡大地域との間の移動を自粛  

・企業における在宅勤務（テレワーク）等の推進状況を踏まえた柔軟な働き方の

実施。【法第 24 条第 9項】  

・路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛。 

 【法第 24 条第 9項】 

基本的な感染対策の徹底（岐阜県 9 月 28 日発表「第５波終息を目指して」より抜粋） 

染対策の徹底 

＜事業所の皆様へ＞ 

➣業種別感染防止対策ガイドラインの遵守。  

➣事業所ごとに「ぎふコロナガード」（感染対策を監視し、健康状態を確認す

る責任者）を指定し、感染予防策の全従業員への教育と現場点検を徹底。 

 

 

＜学校における対応＞ 

➣全ての学校において「ぎふコロナガード」を指定し、基本的な感染防止対策

の確認、徹底。  

➣遠足、修学旅行、就業体験等の校外活動を実施する場合は、感染防止対策を

徹底。  

➣文化祭等の学校行事では、オンライン等新しい形を工夫するなど感染防止 

対策を徹底。  

➣部活動は、感染防止対策を徹底して慎重に再開。練習試合及び土日の練習 

は、原則として 10月 14日まで実施しない。（次につながる大会等が２週 

間以内にある部活動を除く）  

➣宿泊を伴う行事・活動は原則として 10 月 14日まで実施しない。（やむを得

ない場合は設置者協議）  

 

 

 

＜県民の皆様へ＞ 

 

＜事業所の皆様へ＞ 

 

＜学校における対応＞ 

 



 

 

 広報 号外 令和 3 年 10 月 1 日発行 発行人／東白川村長 

 

１）公共施設の開放 
・公設のバーベキューができる施設を除いて、公共施設を 10 月１日より開

放いたします。 

・村内公設バーベキュー場（瀬音公園、ハナノキ公園、つちのこ公園のそれ

ぞれのバーベキュー施設）は、10月 14日まで封鎖することといたしました。 
 

２）会議や教室の通常開催 
・これまで中止、延期をしておりました会議等を通常どおり再開します。 

 

３）家族以外との飲食 
これまで家族以外との行動や飲食の自粛をお願してきましたが、9 月末で

この要請を取りやめさせていただきます。引き続き多人数での飲食には最大

限の注意を払っていただきますようお願いいたします。 

 

４）村内飲食店の休業と時短営業 
休業要請、時短要請により縮小営業となっていました村内の飲食店は通常

営業となります。 

下記村内の飲食店は、感染防止を行った第 3 者認証店舗です。 

みなさまどうぞご利用ください。 

道の駅、野菜村、池之島、つどい、中野屋、吉村屋、クローチェ、蔵ちゃん

白草、白川茶屋、谷口屋（順不同） 
 
 

５）行事の延期等のお知らせ 
・延期しています「交通法令講習会」は、10 月中に開催の有無を決定します。 

・中止予定の「秋フェスタ」は、変更なく中止の予定です。 
 

 

村民の皆様へ 
 

秋の深まりとともに朝夕の冷え込を感じるこの頃です。 

村民の皆様には、この夏のまん延防止等重点措置区域、緊急事態措置

区域の指定と 50 日にわたる自粛生活を乗り越えていただき、その間、

村民から感染者が出なかったことを大変ありがたく思っております。 

今回、日常生活が戻ってきますが、ワクチン接種済者のブレイクスル

ー感染の恐れなど、手を緩めることができない状況にあります。 

「東白川村は安全」といった根拠のない安心感は、感染を引き起こすリ

スクが拡大します。制限解除の拡大で、接触の機会が大幅に増えますが、

村民の皆様には、一層基本の感染対策を励行していただくようお願いい

たします。 

東白川村長 今 井 俊 郎 

東白川村の対応 

保健福祉課からお知らせ 
・コロナワクチン接種を御希望の方へ 

 現在村では、未接種の方で接種を希望される方への接種を受け付けています。 

  接種率を高めて、感染リスクを下げることへの御協力をお願いします。 

・第３回目のワクチン接種について 

 現在、国では第３回目のワクチン接種に向けて、準備が進められています。村で

も国の方針に従って、年明けには接種できるよう準備をしてまります。 

 
東白川村新型コロナウイルス感染症 総合相談窓口 
  

  電話 090-2681-1881 
 

・村の経済対策、運転資金、雇用問題、農業や林業などに関すること 

・納税、使用料納付、買い物や交通手段、人付き合い、心配ごとに関すること 

※漠然としたお悩みでも結構です。とにかくご相談ください。 


